
 

 

 

 

≪マイナ保険証のその後≫ 

  マイナ保険証による医療資格確認がスタートしてから二ヵ月以上が経ちました。  

この間、愛あいでは医療保険対象者の５名と契約させていただきましたが、マイナ保険

証による資格確認ができたのは１名のみでした。よって所得区分や限度額、高額療養費

等のデータが取得できないため市町村役場への問合せで確認している状況です。  

 

マイナ保険証による資格確認ができなかった理由は下記のとおりです。  

 

①  マイナンバーカードの暗証番号４ケタを忘れた  

②  暗証番号をメモした紙がどこにあるかわからない  

③  カードを持っているのは息子？だと思う、息子さん曰く「俺じゃない」  

④  そもそもカードを作っていない  

⑤  医療に関するカードや書類の置き場所がバラバラ  

 

保険証の期限切れやマイナ保険証をお持ちでなくても市町村から発行された「資格

確認書」によりこれまで通り病院や訪問看護を利用することができますので、大切に

保管してください。医療機関側で初診の時や一ヵ月に一回必ず確認することになりま

す。  

   また、ご家族に管理を任せている方は、医療に係る大切な書類 (診察券・お薬手帳・  

マイナンバーカーまたは資格確認書）などを透明なポーチに一緒に入れておくことを  

お勧めします。ケアマネさんからのアドバイスもお願いします。  

（再掲） 

 

 

 

 

 
正看護師  ：4 名 
准看護士  ：2 名 
作業療法士 ：2 名 
理学療法士 ：1 名 

(2025 年 2 月現在) 

【
発
行
元
】 

24hs 緊急対応可！【事業所番号：0262790132】 

 訪問看護リハビリステーション愛あい 
TEL：0178-51-9553 FAX：0178-51-9554 

営業時間：平日 8:30～17:30（休日：土日） 〒039-1526 五戸町字下長下タ 91-8 

202５年２月号 訪問看護リハビリステーション愛あい 

  


